
答
市
長

事
業
者
に
私
が
直
接
詳
細
な

実
務
的
指
示
を
す
る
立
場
に
は

な
く
、
担
当
部
局
か
ら
再
三
に
わ

た
り
連
絡
調
整
・
指
導
・
要
請
を

繰
り
返
し
て
い
た
と
の
報
告
は
受

け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問
工
事
を
再
開
し
て
い
る
事
業
者

に
対
し
て
、「
資
金
が
あ
る
な
ら
す

ぐ
に
返
済
す
べ
き
」
と
迫
っ
て
い
る

の
か
。

答
市
長

7
月
19
日
の
臨
時
議
会
で
の

「
訴
え
の
提
起
」
の
議
決
後
、
顧

問
弁
護
士
と
委
任
契
約
を
結
び
、

7
・
8
・
9
月
と
詳
細
な
調
査
を

し
て
い
た
だ
き
、
訴
訟
の
提
起

の
最
終
局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
現
場
は
優
良
農
地
で
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ

れ
る
こ
と
に
は
課
題
が
あ
り
、
今

後
、
訴
訟
の
動
向
を
踏
ま
え
、
適

切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

問
債
権
回
収
へ
民
事
の
み
で
解
決

で
き
る
の
か
。
刑
事
訴
訟
は
し
な

い
の
か
。

答
市
長

ま
ず
は
民
事
で
返
還
に
係
る
訴

訟
の
提
起
、
そ
し
て
顧
問
弁
護
士

と
も
協
議
を
重
ね
な
が
ら
、
当
然

民
事
、
刑
事
の
両
面
を
視
野
に
入

れ
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

地
域
手
当
の
見
直
し
に
言
及

し
た
2
0
2
3 

人
事
院
勧
告

で
市
内
労
働
者
の
処
遇
改
善

に
つ
な
が
る
市
の
役
割
発
揮
を

問
2
0
2
3 

人
事
院
勧
告
で
は
地

域
手
当
の
級
地
見
直
し
に
言
及
さ

れ
た
が
、
市
内
商
工
団
体
の
理
解

を
得
な
が
ら
、
市
職
員
の
地
域
手

当
の
改
善
課
題
に
つ
い
て
問
う
。

答
市
長

県
内
の
19
市
町
の
状
況
は
、
高

島
市
を
含
む
10
市
町
が
級
地
区
分

の
対
象
外
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
か

ら
近
畿
市
長
会
、
全
国
市
長
会
を

通
じ
て
級
地
区
分
の
見
直
し
を
提

案
・
要
望
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

そ
う
し
た
中
、
先
月
7
日
に
公
表

の
人
事
院
勧
告
に
お
い
て
、 

地
域

手
当
の
級
地
区
分
の
設
定
を
広

域
化
す
る
な
ど
大
ぐ
く
り
な
調
整

方
法
に
見
直
す
よ
う
検
討
を
行
う

こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
今

後
の
検
討
状
況
を
注
視
し
て
ま
い

り
ま
す
。

問
滋
賀
県
下
13
市
の
地
域
手
当
の

現
状
は
ど
う
か
。

答
市
長

13
市
の
う
ち
、
近
江
八
幡
市
・

野
洲
市
・
高
島
市
・
米
原
市
の

4
市
は
級
地
区
分
の
適
用
が
な

く
、
支
給
率
が
0
％
で
あ
り
、

10
％
が
大
津
市・草
津
市・栗
東
市
、

6
％
が
彦
根
市
・
守
山
市
、
3
％

が
長
浜
市
・
甲
賀
市
・
東
近
江
市
、

そ
し
て
湖
南
市
は
級
地
区
分
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
市
独
自
の
判
断
で

2
％
の
地
域
手
当
が
支
給
さ
れ
て

い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

問
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
引

上
げ
勧
告
時
に
は
、
4
月
に
遡
及

し
改
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
市
長

遡
及
適
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

県
内
各
市
町
の
動
向
も
見
極
め
て

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

担
い
手
か
ら
新
規
就
農
者
に
、
総
合

的
に
継
承
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

そ
の
他
の
質
問
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